
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（青木６丁目他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

布設   φ50(P)-17.5,φ75-12.4,φ75(P)-0.6,φ100-5.5,φ150-534.3,φ200 -37.6,φ300-13.3,φ400-300, 
φ500-5.2,SPφ200-2.0,HL：φ200-43.9φ,500-44.9 

撤去  φ75(P)-0.7,φ100-4.5,φ150-24.2,φ200-516.4,φ300- 7.4,φ500-21.8,SPφ200-2.9 
         

 契約変更の理由 

 

１．水道管（φ400）既設管残置及び新設管を車道布設に変更 

青木５丁目の既設管φ４００（約２７０ｍ）の区間で、当初、現位置での取替を予定していたが、既設

管が緑地帯部分に埋設してあること、また緑地帯の電灯の配線が直上にあり、撤去及び現位置での取替

ができないことが判明した。新設管の布設位置についても試掘の結果、支障物により歩道内に縦断的に

布設することが困難であったため、布設位置が車道へ変更となった。これらにより管路延長と舗装復旧

範囲が増となる。 

 

 

 

２．残置処理の増工 

試掘の結果、歩道橋基礎により撤去できない配水管φ５００（５ｍ）、及び直上に CCBがあり、ガス管

も近接しており、撤去できない配水管φ２００（１１ｍ）が判明した。それに伴い付帯工において残置

処理が増工となる。 

 

 

 

３．交通誘導警備員の変更 

工期の延長及び国道及び警察との協議の結果、交通誘導警備員が増員となる。また国道車道部分の施工

により規制車が追加となる。 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


